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高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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農作業機付きトラクタの運転には免許が必要です 

農作業機付きトラクタを公道で運転する際には、適切な運転免許が必要です。 

無免許運転は法律違反となり、重大な事故につながる可能性があります。 

■必要な運転免許の確認 

 小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕

トラクタに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ 4.7ｍ以下、幅 1.7ｍ以

下、高さ 2.0ｍ以下（安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、

当該装置を除いた部分の高さが 2.0ｍ以下のものにあっては、2.8m 以下）、最

高速度が 15km/h以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。 

このため、農作業機を装着することにより、この寸法等を超える場合には、

これまでどおり大型特殊免許（農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可）

が必要です。 

農作業中の事故を防ぐためにも、正しい免許を取得し、安全運転を心がけまし

ょう！ 

            詳しくは農林水産省の 

            ホームページをご確認  

                ください。 

問 総務課 危機管理係 ☎0984-42-2112（内線：216） 
 

児童手当制度改正による最終申請期限について 

令和６年 10 月に児童手当の制度改正が行われ、所得制限の撤廃、高校生年代

までの支給期間の延長、多子加算の額および算定方法の見直しがありました。新

たに児童手当の受給対象と思われる方には、令和６年８月に申請書類等を発送し

ておりますが、まだ、手続きがお済でない方は、申請期限の令和７年３月 31 日

までに申請くださいますようお願いします。期限を過ぎて手続きをした場合は、

翌月からの支給となり、令和６年 10 月からの児童手当を遡って支給することは

出来ませんので、期限内の申請をお願いします。 

●申請が必要な方 

（１）所得制限により児童手当・特例給付の支給対象外となっていた方 

（２）高校生年代（平成 18年４月２日～平成 21年４月１日生まれ）の児童を養

育している方 

（３）大学生年代（平成 14年４月２日～平成 18年４月１日生まれ）の子と高校

生年代までの児童の合計人数が３人以上の方 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 
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●申請期限 

 令和７年３月 31日【必着】 

●申請方法（窓口または郵送） 

 〒889－4412 

  高原町大字西麓 360番地１ 

  高原町役場 健康課 子育て支援係 

  ８時 30分～17時 15分（※土日・祝日を除く） 

  ※申請書は町ホームページから取得できます。 

問 健康課 子育て支援係 ☎0984-21-2423（内線：457） 
 

オンライン転出の利活用について 

例年３月中旬から４月上旬にかけて転出届の提出が増加し、窓口でのお手続き

をお待ちいただくことがあります。 

マイナンバーカードをお持ちの方は、原則来庁不要でオンライン上で転出のお

手続きが可能です。お手続き時間は平均５分程度です。 

是非ご活用ください。 

●利用方法 

（１）マイナポータルにログインし、引っ越しのメニューを選択 

（２）引っ越す人、新しい住所や必要な手続き、転入先の市区町村役場の窓口に 

行く予定日などを入力 

（３）予定日になったら転入先の市区町村役場へ来庁し、転入届の手続きを行う 

●利用できる人 

・電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている人 

・日本国内で引っ越しをする人 

 ※同じ住所でも、世帯が違う人の転出手続きはできません 

 ※引っ越しをする人の中でマイナンバーカードを持っている人がいない場合、 

 利用できません 

●必要なもの 

・マイナンバーカード（暗証番号が必要です） 

  利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁） 

  券面事項入力補助用の暗証番号（数字４桁） 

  署名用電子証明書用の暗証番号（英数字６桁以上 16桁以内） 

  ※暗証番号の入力を複数回間違うとマイナンバーカードにロックがかかり 

  ます 

・マイナポータルにアクセスできる次のいずれかの端末 

  インターネットに接続しているスマートフォンのうち、ＩＣカードリーダー 

 を内装する機種 

  インターネットに接続しているパソコンとＩＣカードリーダー 
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●申請できる期間 

 新住所に住み始める 30日前から住み始めた日以降 10日以内 

●その他 

 宮崎県のホームページに詳細の動画等が掲載されています。 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shichoson/kense/shichoson/20241204104

243.html 

 

 

 

       

問 町民課 住民係 ☎0984-42-1067（内線：151） 
 

高千穂峰山開き登山会について 

 標記について下記のとおりお知らせします。 

１ 期  日 令和７年４月 12日（土）午前８時～午後４時 

       ※午前７時 50分までに受付をお済ませください。 

２ 当日集合場所 皇子原公園 管理事務所前 

３ 申込方法 高原町観光協会へ電話連絡又は下記 QRコードより申込み 

       申込期限：令和７年４月７日（月） 

４ 参 加 料  1,000 円／人（保険料・お守り付） 

５ 参加対象者 70歳以下の方（中学生以下は保護者同伴） 

６ コ ー ス 天孫降臨の道 

       皇子原公園→第５砂防ダム（登山口）→高千穂峰山頂 

       （休憩・昼食）→第５砂防ダム（登山口） 

        ※皇子原公園から登山口までは、各自車移動となります。 

５ そ の 他 

・  当日は午前８時から神事を執り行います。神事への参加は無料です。 

・  雨天の場合は、神事のみ執り行います。 

・ 参加される方は、当日７時 50分までに皇子原公園管理事務所前にて受付 

 をお願いします（当日申し込み不可）。 

・ 弁当、飲料水、非常食などは各自ご準備ください。    

・ ご不明な点等ありましたら下記へお問い合わせください。申込用 QR ｺｰﾄﾞ 

 

【申込・お問い合わせ先】  

高原町観光協会        

（電 話）０９８４－42－４５６０ 

（ＦＡＸ）０９８４－42－５６５５ 

 

問 産業創生課 商工観光係 ☎0984-42-2128（内線：174） 
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九州シカ広域一斉捕獲の実施について 
宮崎県をはじめ福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県の山間部では、シカ（ニホ

ンジカ）による農林業被害が発生しており、森林や農作物に深刻な影響を及ぼし

ています。 

そこで、農林業被害の軽減を図りながらシカの健全な個体群の安定維持を図る

ことを目的に、シカの広域一斉捕獲を５県の関係市町村において、下記の日程で

実施します。 

●令和６年度春期 

捕獲強化期間  令和７年３月 16日（日）～令和７年３月 23日（日） 

●うち一斉捕獲日 令和７年３月 16日（日）、 令和７年３月 23日（日） 
          

注意事項 

 シカ一斉捕獲の実施に当たり、安全管理には万全を尽くしておりますが、捕獲

強化期間に県境付近へ入山する際には、不慮の事故を防止するため、捕獲者から

みて分かりやすい服装で入山いただくなど、十分御注意ください。（捕獲者（猟

友会員）はオレンジ色の帽子とベストを着用しております。） 

 特に、３月 16 日（日）、３月 23 日（日）の一斉捕獲日には、次の２点に御留

意ください。 

①一斉捕獲日には、県境付近の林野への入山は御遠慮ください。 

②一斉捕獲の実施は、有害鳥獣捕獲の看板や旗などでもお知らせします。 

 皆様の御理解と御協力をお願いします。 

なお、相談、不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

問 農政林務課 林務係 ☎0984-42-5134（内線：245） 
 

高原町 LINE（ライン）公式アカウントの登録の御案内 

 高原町では、公式 LINE（ライン）アカウントを運用しています。 

災害に係る情報やイベント情報など、さまざまな情報を発信していますので、ぜ

ひ御活用ください。 

（友達登録方法）                   （QRコード） 

 スマートフォン等で、LINE（ライン）アプリを起動し、 

友だち追加画面から QRコードを読み込んでください。 

または、LINE（ライン）のホーム画面から「高原町」と 

検索して追加することもできます。 

（注意事項） 

 ・利用するためには SNS アプリ「LINE（ライン）」への御自身のアカウント登

録が必要です。 

 ・利用料は無料ですが、通信料等は利用者の負担となります。 

【LINEに関するお問い合わせ】 

 高原町総合政策課 デジタル推進係 ☏０９８４－42－２１１５ 
 







 

 

令和 7 年 3 月 17日 

回 覧  

   各位 

 

                                  高原町長 高 妻  経 信 

                                    （ 公 印 省 略 ） 

 

広域的バス小林並木線の往復路便切替え作業に伴う待機場所について（お知らせ） 

 

春色の候、皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本町の広域的バスである小林祓川線について、令和７年４月１日（火）より、並木から祓川区間を廃

止することから、下記待機場所にて、往復路便の切替え作業を行いますので、お知らせします。 

 

１ 開始日     令和 7年４月 1日（火） 

２ 往復路便切替え作業に伴う待機場所 

   ・高原町大字西麓５８７番地 

・１日に４回（８:２５頃、１１:３５頃、１５:０５頃、１７:０５頃）待機。 

・1回あたりの待機時間は約 2～３分となります。 

 

図１ 回転ルートおよび待機場所 

  写真１ 正面から見た待機イメージ     写真２ 横から見た待機イメージ 



◆ 小林 ➡ 並木 （ 土・ 日・ 祝除く ） 

停留所名 ① ② ③ ④ 

小林駅 7: 50 11: 00 14: 30 16: 30 

永田町 7: 55 11: 05 14: 35 16: 35 

湾津 7: 58 11: 08 14: 38 16: 38 

広原 8: 03 11: 13 14: 43 16: 43 

役場前 8: 13 11: 23 14: 53 16: 53 

高原 8: 15 11: 26 14: 56 16: 56 

高原駅 8: 19 11: 30 15: 00 17: 00 

並木 8: 22 11: 33 15: 03 17: 03 

 

３ 廃止区間    並木～祓川区間 

４ 新路線     小林駅～並木 

５ 新路線名    小林並木線 

６ 便数      １～４便（往復路便） 

７ 時刻表（主な停留所のみ記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             （文書取扱 総合政策課） 

                           担当 企画政策係 

                           電話  代表 0984－42－2111 

                              （直通 0984―42―2115）       

◆ 並木 ➡ 小林 （ 土・ 日・ 祝除く ） 

停留所名 ① ② ③ ④ 

並木 8: 27 11: 38 15: 08 17: 08 

高原駅 8: 30 11: 41 15: 11 17: 11 

役場前 8: 33 11: 44 15: 14 17: 14 

高原 8: 36 11: 47 15: 17 17: 17 

広原 8: 47 11: 58 15: 28 17: 28 

湾津 8: 52 12: 03 15: 33 17: 33 

永田町 8: 55 12: 06 15: 36 17: 36 

小林駅 9: 00 12: 11 15: 41 17: 41 

 







 今回の大会は町制施行 90 周年記念事業記念事業と

して行われました。オープニングはエストレーラ・ウイン

ドアンサンブルと高原中吹奏楽部、みやまコーラス、ジ

ュニアコーラス、ブルーアウルズが合同で演奏し、ホー

ルが音楽に包まれました。その他大正琴、フラダンス、ダ

ンスの発表等がありました。             

 また、西広原自治公民館の地域と学校が協働で行っ

ている花づくりの取組を発表していただきました。 

エントランスでは、生涯学習の取組などを紹介する展示

が行われました。 

 

 

 

 

 

②御池の自然講座 

【生涯学習振興大会】 

【高原町ジュニアコーラス】 

教育総務課社会教育係  Ｒ７．３．１７発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地方再発見講座                              【皇子原学園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度３月の生涯学習講座だより 
回 覧 

2月と３月に実施した講座の様子をご紹介！ 

 

 

 

令和６年度の生涯学習講座はいかがだったでしょうか？ 来年度の生涯学習講座もいろいろな 

企画をしていきます。皆さんのご参加お待ちしております！ 

 

 

野尻の県総合農業試験場薬草・地域作物センターへ

行き、職員の方に施設の役割や 

研究についてをお話いただき 

ました。センター内にある温室 

の案内もしていただき、受講生 

の皆さんは植物についてたくさ 

ん質問されていました。 

ていました。 

【人生講話】 

宮崎映画祭実行委員会代表の 

臼井省司氏に「映画のお話」と題 

してお話いただきました。 

映画祭のお話や、50年ほど前 

のアメリカ SF映画（ミクロの 

決死圏、ソイレントグリーン）など 

を観ました。 

「このシーンを当時どのようにし 

て撮影したのだろう？」と考えさ 

せられる映像でした。  

 

【県外研修】 

 熊本県人吉市へ行き、人吉市 

復興政策部復興支援課の職員 

から「復興まちづくりの状況」に 

ついてお話を伺いました。 

午後は平成 20年に国宝へ指 

定された青井阿蘇神社へ行き、 

お話を伺いました。色彩豊かな 

内部の様子や、神楽殿を観る事 

ができました。こちらの神社も 

水害で被害を受け社殿が浸水 

したそうです。 

 

【閉講式と音楽】 

 閉講式を神武ホールで行いま 

した。二胡奏者の野津原光代氏 

に二胡の歴史や、ご自身が二胡 

に出会ったきっかけなどをお話 

いただきました。 

「早春賦」「蘇州夜曲」などなじみ 

のある曲を演奏していただきま 

した。人の声のような二胡の優し 

い音色に癒されました。 

 

 

小雨の降る日になりましたが、 

青少年自然の家から徒歩で御池 

まで散策しました。御池から霧島 

東神社へ移動し、権
ごん

禰宜
ね ぎ

、有馬氏 

に神社の成り立ちなど詳しくお話 

を伺いました。 

 高原町内の小学生による合唱団です。現在約 50 名の

お友達がいます。各小学校でお昼休みに練習をしていま

す。今年度は日本発祥地まつりのほか、ラジオ番組など

にも出演しました。 

いっしょに歌って 

みたいお友達募集中 

です。 

お問合せ先：教育委員会（担当：小園・山崎）  

℡：（０９８４）４２－１４８４ 

 












